
第１回 烏川流域水害対策協議会 

日時：令和７年９月４日 13:30～14:20 

場所：村上地域振興局 2 階会議室（Ｗeb 併用） 

 

【出席者】 

別紙：協議会出席者名簿参照 

   （欠席：村上市 都市計画課長 小野道康） 

 

【提示資料】 

・【資料１】特定都市河川の指定について 

・【資料２】烏川流域水害対策協議会規約（案） 

・【資料３】流域水害対策計画の策定について 

・【資料４】今後のスケジュールについて 

 

【議事の概要】 

１ 開会 

 ・新潟県村上地域振興局地域整備部長より挨拶 

 

２ 特定都市河川の指定について【資料１】 

 ・烏川等における既往洪水などの概要の説明 

・流域治水と特定都市河川の制度概要、烏川等における指定について説明 

 

３ 烏川流域水害対策協議会規約（案）【資料２】 

 ・規約を事務局から説明 

 ・承認を得られたため、本日の日付にて（案）を削除 

 

４ 流域水害対策計画の策定について【資料３】 

 ・烏川流域の現状と課題、流域水害対策計画における基本的事項の考え方を説明 

 

５ 今後のスケジュールについて【資料４】 

・令和７年度内に流域水害対策計画の策定に向けたスケジュールを説明 

・次回協議会は、10 月中旬から 11 月中旬を予定し、「流域水害対策計画素案」を提

示予定 

 

【構成員からの主な意見】 

 【構成員】 

P2 の「今回、考え方を整理」と記載されているが、今回というのは、本日の協議

会のことを指すのか。 



 【事務局】 

本協議会のことである。 

 

 【構成員】 

P9 では、計画対象降雨の年超過確率として 1/15 が設定されているが、この値は

河川整備計画と同値である。前段で今後の気候変動を踏まえ設定したとの説明があ

ったが、それをもって河川整備計画と同値とした理由を教えていただきたい。 

 【事務局】 

河川全体としては河川整備計画に位置付けられている平成９年６月の洪水と同

規模である年超過確率 1/15 としており、これに加え、令和４年８月豪雨で甚大な被

害が発生した坂町周辺は、年超過確率 1/15 を超える洪水に対しても浸水被害軽減

に向けた取り組みを行うという内容となっている。いずれも、計画の実効性を考慮

した設定としている。 

 


